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「海上交通センター業務の現状と
運用管制官の養成」

日本航海学会海上交通工学研究会日本航海学会海上交通工学研究会

平成２４年５月２５日

海上保安庁交通部

安全課交通管理室課長補佐

海上交通センターの機能強化に係る制度改正海上交通センターの機能強化に係る制度改正

新交通ビジョンを踏まえた海上交通の安全確保のための制度改正について（ H21.1.23 海事分科会答申）

１ ふくそう海域における安全性の向上 ２ 港内船舶交通の効率化、安全対策の強化

制度改正の方向性

① 航路における一般的な航法
・追越しの禁止
・航路外での待機の指示
・AISを活用した進路を知らせるための措置

② 特定の海域における航法
・来島海峡航路における航法

ⅰ 最低速力の設定
ⅱ 転流前後における特別な航法の指示

制度改正の方向性

① 効率的な交通整理手法の導入

② 異常な気象等の場合の危険防止のための指示・勧告 (※)

新たな権限の多くを
ⅲ 航路入航前における通報の義務付け

・航路以外の海域における航法
（航路出入口付近海域等における経路）

③ 船舶の安全な航行を援助するための措置

④ 航路通報・指示対象船舶の拡大

⑤ 危険防止のための交通制限手続の迅速化

平成21年6月18日 衆議院可決（全会一致）

平成21年6月26日 参議院可決（全会一致）・成立

平成21年7月3日 公布

平成22年7月1日 施行

港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律

新たな権限 多くを
海上交通センターが行使

航路外での待機の指示航路外での待機の指示
制度改正の内容

潮流が強く最低速力が確保できない場合や、霧により
視界が制限される場合において、速力の遅い船舶が狭い
水域を閉塞させ、または視界制限により船舶同士が異常
に接近するなどの危険な状況の発生を未然に防止するた
め、航路ごとに定める条件により、一定の船舶に対して
航路外で待機すべき旨を指示

待 機

霧 潮
流

最低速力や濃霧
による航路内の
危険防止

待 機

霧 潮
流

最低速力や濃霧
による航路内の
危険防止

（※）航路の外で待機することを指示するものであり、船舶の操船
（操舵角や機関操作等）に関して指示をするものではない

〔２〕強潮流時

・潮流が極めて強いため、潮に逆らって航行する場合に

〔１〕視界制限時

イ 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海（海上交通安全法適用海域）

維持すべき速力を定める航路（来島海峡航路、関門航
路）を対象としている。

〔３〕巨大船との行会い（現行と同様）

・航路の幅員が狭い伊良湖水道航路と水島航路では、こ
れまでと同様、巨大船との行会いによる危険を防止す
るため、準巨大船への待機指示を可能としている。
（伊良湖水道航路：長さ130m以上の船舶、水島航
路：長さ70m以上の船舶）

・我が国船舶交通の主要な通航路となっている航路の重要性を踏ま
え、すべての航路を対象としている。

・基準は以下のとおり（航路ごとに若干の差異あり。）。

①視界が2000m以下となった場合

対象：長さ200m以上の巨大船 等

②視界が1000m以下となった場合

対象：長さ160m以上の船舶 等

ロ 港内（港則法適用海域）

・船舶が港への出入り等するための通航路となっている航路の安全
を図る観点から、とくに必要と認められる港を対象としている。

・具体的には、関門港と仙台塩釜港が対象（いずれも基準は、気象
観測上「濃霧」とされる視界500m以下となった場合）。

来島海峡航路における航法来島海峡航路における航法〔〔航法の指示・入航前通報航法の指示・入航前通報〕〕

転流すると予想される場合等において、船舶の航行状況に

応じ、海上交通センターが個々に航行方法を指示

〔１〕転流前後における特別な航法の指示
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・潮流の向き（潮流信号所
で示す北流・南流の表
示）により右寄り・左寄
りの航法が変更

・ただし、水道を航行して
いる間に転流があった場
合は、引き続き当該水道
を航行することができる。

来島海峡航路の順中逆西の航法

制度改正の内容

（※）従うべき航法の内容（右側通航か左側通航か）を指示す
るものであり、船舶の操船（操舵角や機関操作等）に関し
て指示をするものではない

〔航路入航前の通報の対象船舶〕

・転流時刻の1時間前から転流時刻までの間に来島海峡航
路を航行しようとする船舶

〔航路入航前の通報事項・手段〕

・船名、通信手段、航海速力、航路入航予定時刻を国際
VHF等の手段で通報

：位置通報ライン
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〔航路入航前の通報の通報ライン〕〔２〕航路入航前における通報の義務付け

航法の指示を受けるために、航路内を航行し、又は航路
の航行を予定している船舶に、海上交通センターに対する
船名等の通報を義務化

船舶の安全な航行を援助するための措置船舶の安全な航行を援助するための措置

船舶交通の安全を確保することが特に重要と認められる
一定の海域を航行する一定の船舶に対し、船舶の航行に危
険を及ぼすおそれのある状況を認知させるための情報の提
供と情報聴取を義務化

〔１〕海上保安庁長官等が提供する情報の聴取

〔２〕航法の遵守及び危険を防止するための勧告

船舶が交通方法に従わないで航行するおそれのある場合、
または船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める
場合において、交通方法の遵守又は危険の防止のための
勧告と報告

制度改正の内容

（※）勧告は、船舶における操船上の判断を支援するために行
うものであり 法的強制力を伴いこれに従うことを求め

〔対象船舶〕

・海上交通安全法の航路航行義務を負う50m以上の船舶

・港内の小型船及び雑種船以外の船舶

〔対象となる情報〕

個々の船舶の航行の安全に直接的・具体的な危険を生じるおそ
れのある事象（危険な行会いや乗揚げ等）に関する情報を提供し、
船舶におけるその聴取を義務化。

航法の遵守と危険の防止のための勧告及び報告

流 木

危険の防止のための情報提供及び聴取義務

流 木

勧告：航路外を航行しようとしています。

航路に沿って航行願います。

情報：航路内に流木あり注
意してください。

聴取義務

航法の遵守と危険の防止のための勧告及び報告

流 木

危険の防止のための情報提供及び聴取義務

流 木

勧告：航路外を航行しようとしています。

航路に沿って航行願います。

情報：航路内に流木あり注
意してください。

聴取義務

うものであり、法的強制力を伴いこれに従うことを求め
る指示とは異なる 〔対象海域〕

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海（海上交通安全法適用海域）

・全11航路

・当該航路と一体となって安全を確保することが必要な海域

→ 航路の側方や出入口等の周辺の一定の海域

→ 航路の周辺で経路が指定される海域

港内（港則法適用海域）

・関門港の関門航路

・当該航路と一体となって安全を確保することが必要な海域

→ 航路の側方の一定の海域

海上交通センターの体制等の整備海上交通センターの体制等の整備
体制の整備

イ 危険防止のための「情報提供」

→ 情報提供の重要度の高まりとこれに対応するための的確な情報提供の実施

→ 動静を把握すべき船舶が増加

ロ 航法遵守・危険防止のための「勧告」

ハ 航路外待機の「指示」

ニ 転流時の「航法指示」（来島海峡）

→ 十分な専門知識・経験に基づく高度な判断が不可欠

〔１〕「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」の施行による海上交
通センターの果たすべき役割の増大

〔２〕改正法施行に対応した体制強化（平成22年7月1日～）
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→ 既存業務の増大、業務の高度化等に対応するため主として次

の業務を行う「統括運用管制官」を設置
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設備等の整備

〔１〕機器の信頼性の向上
イ 電源設備の二重化
ロ 運用管制官の判断を支援する装置等の導入

〔２〕訓練用運用卓の導入
運用管制官の訓練に使用する機器の整備

その他

〔１〕通信符号の正式導入（通信の性質の明確化）
情報、警告、勧告、指示 等

〔２〕各海上交通センター利用の手引きの整備

船舶等の利用者が、海上交通センターの業務内容等を正しく理
解できることを目的に作成

→各海上交通センターのインターネット・ホームページに掲載）

船舶の操船上の判断に直接影響を与えることとなる勧告等の新規業務につい
て、十分な専門知識や経験に基づき即時に適切な対応を判断するとともに、
運用管制官に指示し無線を用いて船舶へ伝達させる等運用管制官への指示

航路外待機指示や勧告等の内容・
タイミングの指示

質量ともに増大する運用管制官の動静把握・情報提供業務について、適切に
実施されているかを監督・補助

動静把握が適切か
どうかの監督

その他、
・航路に配備した巡視艇の
運用

・海難時の本部等との連絡
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海上交通センター運用管制官が提供するサービス等

高度な
VTS業務

通航編成業務

航行支援業務
船舶運航に直接関与

NAS

改正港則法及び海上交通安全法の施行

IALA  1014 「VTS研修コースの認定について」
(研修の実効性を高める研修管理体制の導入とIALAの認証)

VTS: Vessel Traffic Service
・STCW95 決議10 「VTS要員は条約の対象とすべき」
・IMO決議A857 「VTS要員の標準訓練を各国に要請する」

IALA V103 「VTS要員の研修及び資格認定の基準に
係る勧告」

(世界標準の知識、技能の習得と認定制度による確実な業務実施)

基本的
VTS業務

情報提供業務
INS

通航編成業務
通航計画・入航順序調整

TOS

従来から実施し
てきた業務

改正港則法及び海上交通安全法の施行
による航路外待機指示、交通方法の遵
守・危険回避の勧告の導入による責任
増大(賠償請求の懸念)

世界標準に準拠したVTSの運用と技能
認定・研修制度の確立による運用者スキ
ルの確保が急務
(IMO/IALA ガイドラインに準拠)

・運用管制官研修導入

H21年度

・改正法の施行
・統括運用管制官研修導入

H22年度

・部内認定制度の導入
・必要な体制整備
・職場研修指導官研修

H23年度

IALA等による技能部内

認定制度と研修体制の国
際認証取得

H24年度

研修制度の確立及び資格認定制度導入に向けた取組み研修制度の確立及び資格認定制度導入に向けた取組み
•• 教育内容を充実しつつ国際基準に適合した制度の確立に向けて必要な措置を講じていく。教育内容を充実しつつ国際基準に適合した制度の確立に向けて必要な措置を講じていく。
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必要に応じて再研修

初任者初任者

監督者監督者

• 通航管理

• 海事知識

• 海事英語

• 通信 他

運用管制官任用前研修運用管制官任用前研修
場所：海上保安学校門司分校

期間：約1月間

教育機関教育機関教育機関教育機関 海上交通センター海上交通センター海上交通センター海上交通センター

監督者研修監督者研修 試験実施試験実施

研修修了
合格

《《《《資格認定制度導入による効果資格認定制度導入による効果》》

•• 適切な指示、勧告の実施適切な指示、勧告の実施

•• 衝突・乗揚海難の減少衝突・乗揚海難の減少

•• 海事関係者から情報提供要領が良くなったと評価海事関係者から情報提供要領が良くなったと評価

務務
監督者監督者

シミュレーター訓練の導入シミュレーター訓練の導入
管制官卓 船舶卓

教官

通信

訓練生

監督者研修監督者研修

資格認定証の交付等資格認定証の交付等

試験実施試験実施

原則として運用管制官
経験者から選抜

情報提供可能海域における衝突及び乗揚げ海難
（長さ50ｍ以上（関門海峡にあっては総トン数３００トン以上）の船舶による）

法施行前（H21年7月～H22年6月） 法施行後（H22年7月～H23年6月）

衝突 乗揚げ 衝突 乗揚げ

東京湾海上交通センター ７ 0 2 0

伊勢湾海上交通センター 5 0 1 1

大阪湾海上交通センター 5 2 4 0

（隻）

※速報値を含む
※衝突は物件衝突を除く

約５５％減少

備讃瀬戸海上交通センター 7 1 7 3

来島海峡海上交通センター 7 1 3 0

関門海峡海上交通センター 15 3 2 1

計

46 8 18 6

54 24

航路管制官の養成等に係る国際的動向航路管制官の養成等に係る国際的動向

国際海事機関（ＩＭＯ）国際海事機関（ＩＭＯ）
「海上における人命の安全のための国際条約」（SOLAS）第Ⅴ章第12規則
「ＶＴＳ運用者の採用、資格付与及び研修に関するガイドライン」（※）

国際航路標識協会（ＩＡＬＡ）国際航路標識協会（ＩＡＬＡ）
「ＶＴＳマニュアル」「ＶＴＳマニュアル」
「ＶＴＳ要員の研修及び資格認定に関する基準についての勧告」（Ｖ－１０３）「ＶＴＳ要員の研修及び資格認定に関する基準についての勧告」（Ｖ－１０３）

（※）ＶＴＳ：Vessel Traffic Service（海上交通センター）

ＶＴＳを構成する要員の職責（レベル）ごとＶＴＳを構成する要員の職責（レベル）ごとに研修及び資格認定を実施するものであること。
ＶＴＳ運用者：ＶＴＳにおいて業務に従事する者
ＶＴＳ監督者：ＶＴＳにおける業務を監督する者
職場研修指導者：ＶＴＳにおける職場研修を指導する者

研修内容等は職責ごとに示された模範研修コース研修内容等は職責ごとに示された模範研修コースに基づくものであること。
研修科目、人数、指導者、授業支援装置（シミュレーター等）

米国、カナダ、シンガポール等が既にＶ－１０３に基づく研修・資格認定制度を導入米国、カナダ、シンガポール等が既にＶ－１０３に基づく研修・資格認定制度を導入

ジンガポールVTS

VTS下での事故事例

• Capt.Terry Hughes（VTS委員会のWGチェアマン）のHPに
ケーススタディーが掲載 http://www.maritime-vts.co.uk/case_studies.html

（例）
◆シンガポールでの乗揚げ事故（2009年）

4隻の出港船がいたにもかかわらず、3隻しか情報提供されず、4隻目を避けようとした
コンテナが、VTSの呼びかけにもかかわらず乗揚げ

→適切な情報提供をしていれば、乗揚げは避けられたのではないかと指摘

◆アイリッシュ海での走錨、乗揚げ事故（2008年）
荒天下、走錨するも、フィリピン人士官がVTSの呼びかけを理解できずに乗揚げ

→VTSOが非ネイティブがわかるような具体的な注意でなく、ネイティブにしかわからな
い表現でしか注意しなかったとの指摘

運用管制官の業務の品質を一定以上と
する必要がある

最近のＶＴＳにおける国際的動向最近のＶＴＳにおける国際的動向

○ 2010年のSTCW条約マニラ改正

・船長、一等航海士の最小限の能力基準にVTS利用能力が追加
（VTSが実施する業務を理解 → 安全な航行に有効活用）

能力 知識・理解及び能力

安全な航海当直の 船舶通報制度の一般原則及びVTS 手続きに基づいた

例

表AｰⅡ/１
総トン数500トン以上の船舶において航海当直を担当する職員の最小限の能力基準の詳細

追加安全な航海当直の
維持

船舶通報制度の 般原則及びVTS 手続きに基づいた
通報の利用

追加

船長、当直者、水先人、VTS運用者は運航チームの一員

※注 IMO決議A８５７（２０）

２．３．４ ＶＴＳが船舶へ指示を出す時、この指示は、結果に向けられているだけのものであり、操舵されるべき
針路・実施されるべき機関の操作などの実行過程の詳細については、船上の船長または水先人に任せられるべ
きである。ＶＴＳの運用が、安全航行についての船長の責任を侵害しないように、また、船長と水先人との間に存
在する伝統的な関係を妨げないように、注意が払われるべきである。
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御清聴有り難うございました！


